
様式第 2号

事業計画書

1 管理運営についての基本方針等

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

本会では、団体概要 (様式 5号)でも述べてありますとぉ り地域福祉推進を目指す組

織です。

高齢者福祉ヤンター事業はもとより、介護事業においても利用者だけなく、利用者を

取 り
1巻

く家族や地域の福祉課題に目を向け、必要な支援機関につなぐ機能の強化を目指

しています。また、既存の福祉制度、あるいは既存のボランティア・地域活動等で解決

で:き ない課匙買については、地域福祉課と介護事業課の連携を強化し、あらたな地域福祉

事業今の展開を図るなど、地域のあらゆる本と関やりをもち、身近な生活課匙買に対応で

きるよう体制の充実に努めています。                   ′

浅井福祉ステ‐ションで行う「通所介護事業」では,利用者7ア ー!ス トの介護サ▼ビ

スの提供はもとより、「運動器機能向上」や「口腔機能向上」など、不J用者の持てる力を

最大限に引き出す自立支援に力を入れた介護サービスを目指すとともに、先に述べまし

たとおり利用者を取り巻く家庭や地域に目を向けナ也域福祉の推進を図ります。

さらに擦井拝祉ステーションでは、高齢者福祉、地域福祉の推進を常に念頭に置いた

事業運営を図ることを基本方針とします。

(2)指定管理者を希望する理由 ,目 的を提示してください。

地域の高齢化が進む本市において、本会における介護事業の展開は、事業を通じて地

域の福祉課題を捉えるための、大きなツィルの下つと位置づけています。このような役

割から介護サービスの利用者への質の高いサービス提供のみでなく、市内の各地域で介

護事業を展開することで、地域とのつながりを強め、地域福祉推進の展開につなげてい

きたいと考えています。

浅井福祉ステーションは、高齢化が進む中にあっても、浅井地区の端に位置し、利用

者の確保の面では、立地条件として厳しい面もありますが、民間のデイサービスが少な

いこの地区において、浅井福祉ステーションはサービスの受け皿としての重要な事業拠

点と考えています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。



(1)管理運営の組織体制を提示してください。

管理体制については、浅井福祉ステーションについては、東都福祉ステーションのセン

タ
=長

が兼任します。介護事業所には所長を配置し、適Iな事業管理に努めます。また、

それぞれの事業の管理原課である総務課、地域福祉課、介護事業課との管理・連携により

本会が有する様々なノウハウを活かレた事業展開を行います。

|ま た、管理運営にあたつては専門職の確保が重要です。しかしながら、人材確保に関し

ては、ハローワークや求人広告、ホームページ等の多様な媒体で広く募集を行い人材の確

保に努めていますが、看護師、介護職員の確保は本会においても苦慮しているのが実情で

すと

介護事業の実施にうぃては、看護師等有資格者が確保できないと人員基準を満たせない

ところであり、多くの事業所の課題ともなうています。

在宅介護の分野は規模が小さい事業所も多く、二人の専門職の退職が、その事業所のサ

ービスに大きく影響を与えかねない状況にあります。

しかしながら本会は、市内で 11カ所の通所介護事業所の他、訪間介護事業所、介護老

人福祉施設、軽費老人ホーム、居宅介護事支援事業所等多くの事業を展開していますので、

有資格者の急な退職等の不測の事態においても、他の事業所との人員調整により安定した

サービス提供が可能です。

さらに本会では歯科衛生士、理学療法士等の専門職を確保しており、1事業所で1名必

要とまでならない職種は、複数事業所を兼ねることが可能となるため、多様な専門職の採

用することができます。これによりあらゆるサービスの向上に取り組んでいます。

こうしたスケールメリントを生かした対応により、糸睦続的に質の高い安定したデービス

提供を続けることを目指し体制整備を図ります。
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担当業務 資格・能力等 雇用形態 勤務形態役職

管理業務

相談業務

介護業務

社会福祉主事

介護福祉士

実務経験

常勤

変則勤務

週 38,75口寺間
所長

社会福祉主事

介護福社士

介護支援専門

実務経験

常勤
変則勤務

週 38.75H寺間
生活相談員 相談業務

看護業務

機能訓練指導員業務

看護師

実務経験
常勤

変則勤務

過 38175時 間
看護師

介護業務

社会福祉主事

介護福祉士

実務経験

常勤

変則勤務

週 38,75日寺間
介護職員

介護福祉士

実務経験
常勤

変則動務

週 38,75時間
介護職員 介護業務

センター長

常勤職員

非常勤職員
14名

●浅井福祉ステーション

の ス 所 )

ス 所 )

(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

【デイサィビスセンター】



介護職員 介護業務
介護福祉士

実務経験
常勤

変則勤務

週 38,75時間

理学療法士
個別機能訓練計画作

成

理学療法士

実務経験
常勤 2時間/週

看護師 兼 機能

訓練指導員

看護自市

機能謝I練指導員業務

介護業務

准看護節

実務経験
非常勤 20時間/週

看護師 兼 機能

訓練指導員

看護師 ―

機能訓練指導員業務

介護業務

准看護師

実務経験
非常勤 20時間ノ週

看講師 兼 幹熊

訓練指導員

看護師

機能訓練指導員業務

介護業務

看護師

実務経験
非常勤 18時間/週

歯科衛生士 口腔ケア指導業務
歯科衛生士

実務経験
非常勤 7.5時間/週

介護職員 介護業務

八ルパ‐ 2級

実務経験・
非常勤 20時間畑

介護職員 介護業務
⌒ルパ‐ 2級

実務経験 テ
非常勤 30時間/週

介護職員 介護業務

ヘルパー 2級

実務経験
非常勤 30時間/週

介護職員 介護業務

ヘルパエ 2級

実務経験

非常勤
20時間/週

介護職員 介護業務

介護職員初任者研

修

実務経験  '

非常勤

20時間/週

運転手 運転業務
普通自動車免許

実務経験

非常勤
15時間旭

運転手 運転業務
普通 自動車免許

実務経験

非常勤
15時間/週

運転手 運転業務
普通自動車免許

実務経験

非常勤
15時間畑

運転手 運転業務
普通自動車免許

実務経験

非常勤
12時間/週

運転手 運転業務
普通自動車免許

実務経験

非常勤
9時間/週



(3)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

地域福祉事業、介護事業は職員の質に大きく左右されますので、人材育成は本会の経営

において大きな柱と位置付けています。平成 25年度より人事制度の改定を行い、評価制

度の導入や等級制度の再構築をいたしました。人事制度の整備の中で、適材適所の人事配

置、職員の育成指導に力を入れています。また、本会は多くの事業所を展開していますの

で、人事異動等を通じ、職員の視野を広げるなど、職員のレベルアップを図り、より質の

高いサービス提供を目指します。さらに、次の世代を担 う職員育成の観点から、正規職員

への登用制度を設けるなど体制整備を図ちていきます。

職員研修にも力を入れ、研修計画、採用時研修プログラムを定め、人材育成に努めてい

きます。また、以前は、専門職種の研修等は、外部研修への参加が中心で多くの職員の参

加が難しい面がありましたが、合併により組織規模が拡大したことで、独自に講師を招き、

スケールメリントを生かした研修の開催が可能となりました。今後もテ主マに応 じた研修

を開催し、さらなる専門性の向上を目指し・てぃきます。

①介護事業課研修プログラムヘの参加

【全体研修】

。人権1接遇について        、
.

・普通救命講習

と認知症研修   ~
・パノヨン教室 (パ ワーポイントの使い方)

【リスクマネジメント研修】

・個人情報保護について    ,
。高齢者施設の豪雨・洪水・竜巻災害対策

`事例から学ぶ管理者の事故対応

・訪間介護のリスクマネジメント

・デイサービスのジネクマネジメント

。ケアマネージャーのジスクマネジメント

・事例から学ぶ介護施設の労務管理

【外部研修】

・介護入門講座

。キャジアアップ研修

。対人援助の在り方と事例検討の手法



―
)

)

。発達障害の理解

。認知症介護基礎研修

・認知症介護実践者研修

②機能訓練に関する知識向上プログラム 、                  |

機能勃1篠指導の専門職の指導 (研修)々疋
~期

的に受け、理学療法や作業療法といった

専門的視点と知識を看護師や介護職員が学習し、専門職と密接な連携をとれる体制を整

えることでご利用者すべての下肢筋力 (歩行や立位の能力)をはじめとする体力の維持、

向上を目指します。       ´

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)及び達成

目標を提示してください。

【通所介護事業】  
―

利用者から濃ばれる施設の運営を目指し、利用者が安心・安全に在宅で生活できるよう、

本会のもつ様々な社会資源を提供できるように連携します。また、利用者の新たなニーズ

に対しても社会資源の開発や育成に努めますb

具体的な取 り組みとしては、次のとお りです。

理学療法士を配置し、利用者の自立を促す個別メニューの作成により、運動器機能の

低下を予防し、維持 。向上に努めます。

歯科衛生士を西己置し、日腔機能が低下している利用者に対し日腔機能向上を目的とし

て個別に口腔の清潔を指導し、摂食 。聴下訓練の指導を行いますと

介護職員の内、介護福祉士が 40%以上の配置を目指し、質の高いサービスを提供しま

す (サ‐ビス体制強化カロ算 Iの実施)

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等への定期的な連絡に加え、空き状況を

報告し、利用促進を図ります。
'

利用者の在宅生活を支えるサービスとして、医療機関や他の福祉機関、福祉サービス

等とのネットワークの構築および強化と本会内の各部門の連携を強化します。

家族との交流事業を行ぃ事業への理解を深めていただくと共に気軽に介護相談ができ

る機会を設けます。

入浴設備の機能を生かし、寝たままの状態でも安心・安全・丁寧な入浴介助を実施 し、

利用者の満足度向上を目指したサービスの提供をすすめます。

ノハビジ機器の導入、レクリエ土ションメニューの充実、短時間サービスの実施など、

居心地の良いデイサービスを提供できるようサービス向上に努めます。

必要に応じて利用定員の拡大も検討します。



営業時間
事業種類 開所日

サービス提供時間
定 員

加算種別
事業所名

備  考

8時30分
～

17時 15分
通所介護事業 月～土

9時 20分～16時 30分
30

日入浴介助加算   ・サービス提供体市1加算エ
・処遇改善加算 I  ロロ腔機能向上加算

:

日個月J機育調‖練カロ算Ⅱ        
｀

口運動器機能向上加算
と通所介護中重度者ケア体制加算

ほのぼの
デイサエビス浅井

アンケート実施して日曜日、年末年始の
必要に応じ個別にサービス提供時間の

開所

延長

を検討
対応の実施

介護サービス事業概要

【達成目標】(通所介護事業)

年度 利用者数 積算根拠

平成 31年度

o, 230人

第 7期 ゴ▼ル ドプランながはま 21において、平
成 29年度から平成 37年度を比較すると、市全体
また、浅井福祉ステーションが立地する浅井日常生
活圏域において、6o歳以上の高齢者人里(高齢化
率、要介護認定者数、要介護認定率、サービネ量見
込み、いずれもが増加とならていますが、市′期 5ヵ

年の実績を見る限り、必ずしもこれらの要素が利用
実績と結びつかない状況となつています。
実施地域の拡大、利用定員の増、共性生型サービ

ス、短時間デイサ▼ビス、魅力めるレクワ■―ショ
ンメ■ユエを取り込むことで、利用者の落ち込みに

歯止めをかけると共に指定管理期間中で1%の利
用増を目指します。  /        .

平成 32年度

6, 246人

平成 ,3年度

6,  26 1人

平成 94年度

6, 276人

平成 35年度

6, 292人

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4販)を作成してくださいと



(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください。

本会では、地域のあらゆる人が関わりをもち、身近な生活課題に飛ヽ できるよう地域

におけるネットワークを強化するためヽ地域福祉の担い手としての本会の役割を認識 し

事業運営を進めていきます。'

介護事業においては、介護保【父などの制度上のサービスと、ボランティアをはじめと

する本会の有する:独 自のサービスや、地域の医療機関・福祉機関等とのネットワ‐クを

活用 |、 多くの高蛉者が望む住み慣れた家で安心・安全に暮らすことができるように利

用者と介護者を支援します。

具体的な方策としては、夏まつり。お花見などのイベントの実施にあたつては、地域

のボランティア等と連携します。

また、出前講座等の地域からの!要望に応じるなど、介護についての専門機関として、

そのノウクく夕の提供に努めます。

|こ のような取り組みの中で、地域に根づいたサービス実施機関として、住民に対する

介護、福祉活動についての理解の促進を図つていきます。    |

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

広報活動については、本会広報誌 (年 4回市内企戸配布)およびホームページ内にお

いて、取り組み行事の紹介および案内等を行い地域住民の方への周宍∬を行 うとともに、

講座等め事業の開催等については報道機関への記事掲載の依頼や自治会回覧での周知を

依頼し、広報活動に努めます。

また、介護事業所の広報「ほのぼのだより」を毎月発行し、センタエでの取 り組みを

紹介し、利用者 。その家族および介護支援事業所などに配布し情報提供に努めます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



4 サービス向上等

(1)利 用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

。年 1回利用者アンケ‐ 卜を実施し、意見・要望等を把握し利用者のユーパに応じた

サ
=ビ

スの質の改善を図ります。

。利用者の意見 。要望を把握する取組を行ないます。

・地域の民生委員児童委員、赤十字奉仕団やボランティア連絡協議会その他福祉関係

団体等を積極的に受入れて、施設や事業への認知や理解を深めていただくとともに、

このょぅな市民の方の意見や感想を伺 うことで更なるサービスの質の向上を図りま

す。

。「連絡帳」により利用者や介護者等からの要望や、在宅での様子を把握しニーズを取

り入れていきます。

・湖耳と地域介護相談員の派遣事業による相談員からの助言、利用者の声の反映に努め

ます。            1
・本会は、市内で複数の在宅介護事業を展開していますので、介護事業課を中心に法

人内の事業所聞情報を共有し、利用者ニーズの把握に努め、サービス改善を図ります。

。本会は、理事
'評

議員に、地域の福祉関係団体の多数の方の参画をいただいていま

すきまた、地域福祉を推進する組織として、民生委員児童委員協議会をはじめ、自治

会やボランティア団体等との関係づくりに力を入れています。こうした方々からのご

意見もいただき事業者目線でなく、.市民目線でサービスの改善を図ります。

(2)利 用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

・事業所に苦情相談窓画を設置し、利用者の意見や、要望、苦情を受け止め、サィビ

スの改善に努めます。また、苦情対応マニュアルを整備し、迅速から適切な対応に努 .

めます。

①苦情に対する常設の窓日として、相談担当者(生活相談員)を配置する。また、ヽ担当

者が不在の時は、基本的な事項については、誰でも対応できるよう体制を整えると

ともに、担当者が責任をもうて対応します。

②苦情があった場合には、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問す

るなどし:て、詳しい事情を聞くとともに、当該担当者からも事情を確認します。

③相談担当者が必要であると判断した場合には、事業所内で検討会議を行います。

④検討結果等に基づき必ず翌日までには相手方に相談担当者が連絡を行います。

⑤記録を台帳に保管し再発防止に役立てます。

⑥苦情の内容によつては行政窓日等を紹介します。



・事業所での解決が困難な場合は法人としての苦情解決体制を整備し対応にあたりま

す。また、苦情、要望の裏には利用者のニーズがあります。利用者や家族の方にとつ

ては、普段お世話になつているという意識の中で、直接事業所に申し出ることに抵抗

のある方もおられます。事業所の窓日に加え法人の窓百体制を置くことで、広く苦情、

要望等を申し出られる体制整備に努めています。

①苦情受付担当者 (旧市町地域ごとに設けたセンター長)を配置します。

②苦情解決責任者 (総務課長、地域福祉課長、介護事業課長)を配置しますも

③第 3者委員の設置 (福祉施設関係者2名 高度な法律知識を有する者 1名 )

④上記体制により、要綱 。マニュアルを定め、苦情解決、改善手再発防止にあたり

ます。

。事業所や法人の窓日体制はもとより、県運営適正化委員会、長浜市など他の苦情窓

日機関を契約時の重要事項説明書に記載するなど周知に努めています。

・毎日のミーティングの際に、利用者の声を職員全体で共通理解して対応します。

1本会で行う他のサービスや地域とのネットワ‐クを活かし、その二‐ズや苦情等の

把握に努め、迅速に対応を図ります。

(3)その他サービスの質を維持・向上するための取組にういて提示してください。

。公の施設であることを念頭におき、常に公正な運営をします。        .
。法令を遵守し、信頼の堅持に努めます。

・施設の安全を保つため、日頃からの施設管理と環境整備を実施 します。

・職員の資質の向上を目指し、内部・外部研修などへの参加ができるよう環境を整え、

人材育成に努めます。        :

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



消火器、火災報知設備、

誘導等、誘導標識 (消防

法第 17条の3の3に基

づく)    ′

自動火災報知設備(ガ

ス漏れ火災警報設備、

排煙設備、非常警報設

備(消防法第 17条の3

の31こ基づく)

総合点検 (配線を含

む)

9月

実施

自家用電気ェ作物

(高圧受変電設備 )

保安規定を定め

自主点検
月に 1回 毎月実施

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

職員全員が常にコスト意識を持ち、経費節減 。省エネに努めます。具体的な取組は次

のとおりです。

・冷暖房設定の適正化に努めます。

・昼休みの消灯をはじめ不要部分の蛍光灯の間引き等節電に努めます。  /
・

=ゞ

―邪犠は両面印刷、裏紙利用等の節約に努めます。
。職員の適正配置(必要に応じ外部委託等導入し、人件費の適正化を図ります。

:法人全体で物品 (車両、パソコン、記録用紙等)の一括購入、入札・見積もり合わ

せ等による適正価格での契約等により経費削減に努めます。

・電算シ不テムの活用、各施設共通事務の管理部門一括処理等の事務事業の効率化を

図ります。   . ●   :―
。その他、常にコスト意識を持ち、不要な束出をおさえ、また費用対効果を意識し、

支出管理に努めますb    i                ,

(2)維持管理業務 (清掃・保守点襟・警備等)の内容、方法、頻度等にういて提示してくださぃ。

施設の維持管理にっいては、法定点検、仕様に定める各種の保守く,点検業務を適切に

実施することはもとより、常に利用者の安全、安心、快適の視点から施設の保全に努あ

ます。     手

O主な法定点検年間計画



醒

里

曹

（口
農Ⅱ

床接触

ばつ気方式

21'Ψ 50

人
保守点検 月に 1回 業務委託

毎月

実施

フロン排出簡易点検 簡易点検 年 3回
職員に

より実施

定期点検

は3年毎

に1回

分 野 業  務 内   容 頻度 点検方法
年間作業

計画

外観点検

仕上げ材における浮

き・ひび割れ。はねミれ・

かびの発生等の状況を

確認

1回 /月
職員に

より実施

毎月

実施

落書きの点検
施設内外における落書

きの有無を確認
1回/週

職員に

より実施

毎運

実施

建築物の

維持管理

防火対象物定期点

検  ,

消防法第 8条の2の 2

の規定に基づく定期点

検

2回/年 業務委託
3,9月

実施

自家用電気
=作

物

保安管理

自家用電気工作物の

保守点検
1回 /月 業務委託

毎月

実施

空調設備保守点検

吸収式温水器機、冷却

塔、冷温水ポンプ、そ

れらの自動制御機器の

保守点検

各2回 /年 業務委託
該当

なし

消防設備保守点検

自動火災報知設備・屋

内消火栓設備・屋内消

火栓設備・ヲF常用放送

設備等の外観点検・機

能点検、総合点検

2回/年 業務委託
3,9月

実施

建築設備

の

維持管理

電気設備点検
電灯設備の点検、電球

等の交換
随 時

職員に

より実施

時
　
施

随
　
実

備品の維持管理
備品管理簿の管理

備品の維持管理
随 時

職員に

より実施

随 時

実施備品等の

維持管理
消耗品の管理

消耗品の購入・管理・

補給・交換等
随 時

職員に

より実施
随時実施



植え込みの剪定作

業  ,
植え込みの剪定作業 1回/年

職員等に

より実施

8月

実施

除草作業
樹木周辺・植え込み・

芝生における除草作業
4回/年

職員.ボランティア

により実施

5・ 6・ 7・ 9

月実施

植栽

の

維持管理

その他の植栽の

維持管理
随時

職員に

より実施

時

施

随
　
実

分 野 業  務 内   容 頻度 点検方法
年間作業

計画

床面清掃機がけ 随時
職員に

より実施

時

施

随

実

床面ワックスがけ 2回 /年 業務委託
6.12月

実施
施設内定期清掃

ガラス磨きあげ 1:回 /年
奉仕活動により実

施

12月

実施

トイレの清掃

床モップ拭き、便器・洗

面台清掃、鏡磨き上

げ、汚物処理、トイレッ

トペニパ
=・

石鹸水補

給、ドア拭き清掃

1回 /日
職員に

より実施

随時

実施

玄関の清掃

玄関周辺拭き掃除

自動ドアガラス磨き上

げ

1回/日
職員に

より実施

随時

実施

ホールの清掃
休憩所の床:ソファ・テ

ーブルの清掃
随時

職員に

より実施

時
　
施

随

実

作業等

清掃

その他の施設内外

の清掃

その他の施設内外の

清掃
随時

職員に

より実施

時

施

随
　
実

保安警備業務
開館時における事故 ,

犯罪・災害の予防
随時

職員に

より実施

麟
　
動

保安警備

業務
機械警備

開館時における機械警

備による事故・犯罪・災

害の予防

随時
該当

なし

分 野 業  務 内    容 頻度
年間作業

計画

年間作業

計画



工般浴設備の循環系

統の減菌
2回 /年 業務委託 1'7月 実施

循環系統滅菌洗浄

業務 (レジオネラ菌

対策)  |

給排水等貯湯槽

洗浄業務

ボイラ貯湯槽内部の

清掃
2回 /年 業務委託

1・ 7月

実施

八浴設備

|の

保守点検 溶場用る亀装置お

よび真空式

温水ヒーター保守

管理業務 ・

一般浴循環る過装置

およびボイうのメンテ

ナンス

1回/年 業務委託
5月

実施

トイレ、調理室の消毒

と施設周辺への防虫

薬剤の散布  ヽ

1回/月 業務委託

毎月実施

(うち防虫

剤散布 2

回)

衛生安全

管理
衛生害虫防除業務

1・ 7月

実施

設備

の

維持管理

を
空調機器点検

動作確認、点検およ

びフィルター清掃
2回/年 業務委託

12月 から

3月 まで
除雪業務 除雪 施設内除雪 随時 業務委託

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

指定管理者募集要項による「長浜市個人情報保護条例」を遵守するとともに、本会が

規定する「社会福祉法人長浜市社会福祉協議会個人情報保護規程」を遵守し、個人情報

保護に努めます。具体的な取り組みとしては、次のとおりです。

う個人情報のデータベースはパソコン等においてはパスフエ ドによリデータの保護、

紙媒体においてはキャビネツトによる保管により適正な管理に努めます。

・本会管理施設間の情報ネットワーク (VPN)環境を整備しており、介護保険システ

ムサーバー、文書ファイルサ
=バ

ー等において情報管理を行い、セキュリティ対策を

行いますと

,個人情報保護に関する職員の研修の実施により、職員の守秘義務の徹底を図ります。

・警備保障委託により、夜間、体目の警備を行いますと       ―

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

職員全員が常に環境に配慮するように努めます。具体的な取組は次のとおりです。

・車両の購入時には(低公害車両を導入するように努めます。

・ リサイクルマークのある製品やリサイクルが可能な製品の購入に努めますЬ

・ゴミを少なくする取組みやゴミの分別を確実に行います。 (ペ ットボ トルキャンプ 。

プル トップ等の収集)

,通勤時う勤務中のエコドライブを心がけます。
i冷暖房温度の適正な設定や不要な電灯の間引きなど消費電力削減に努め、C02排出

量を削減しますと

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

防災・防犯等危機管理については、消防計画作成をはじめ関係法令を遵守するととも

に、災害時の職員参集や、万が一の施設内の事故今の対応等にういて、、各種マニュアル

の整備をして:お りヽその徹底を図り、事故防止、事故対応等に備えていきます。

また、本会は多くの複数類似施設の管理を行つていますので、各施設での維持管理等

のイレギュラーな事象への対応、事故報告、ヒヤジィヽット報告、再発防止の対策等を、

法人全体で共有し、各施設の施設管理能力向上に努め、問題が発生する前に未然に対応

を図ることを重視 し施設管理業務を行っていきます。



。消防計画 (防火管理者、自衛消防隊の設置、避難訓練・消火訓練等の実施)

・AED(自 動体外式除細動器)の設置と、救急救命講習の実施    !
。警備保障業務委託         ,

・ 災害対応―Υ工三アル .(緊急連絡体制Ⅲ職員参集基準、救援本部体制等)の整備

・本会の取り組みとしてのBCP(事 業継続計画)に則 り、災害時の対応および福祉

避難所の開設とサービス事業の早期復旧に努めます。

・事業所所長からの連絡に応じ、総務課、介護事業課をはじめ関係部署職員が連携 し

事態収拾にあたります。さらに、気象等の自然災害に紺しては日頃からの情報収集や

関係機関と連携により、事態に応じて事業の休止 。中止を的確に判断し未然に危機を

回避するように努めます。

・利用者の容態急変等の緊急事態に備え対応マニユアルを整備 して速やかに消防、医

療機関との連携を取り、迅速な対応を図ります。

・送迎時は携帯電話を常備 し、緊急時の連絡を迅速に行えるようにします。

・車両事故防止のための取り組み (車両点検の実施、運行 日記の記録、夜間の蛍光ベ

ス トの着用、送迎前の体調チェック)を実施します。

・感染予防の取り組みに努めます。 (検便の実施、タオルや浴槽の消毒、手洗い、 うが

いの励行、感染予防の研修参加、職員のインフルエンザ接種に対する補助の実施)

・衛生管理に努めます。 (害虫駆除、来所者を含めてアルコール手洗い励行、センター

内外の清掃等)

。介護事業の実施にあたり各種マニュアルを整備 し、転倒、誤疎、誤飲などのジスク

に備え、事故等の防止と発生時の迅速な対応に努めます。 (丹け紙 1参照  「各種事業マ

ニュアルー覧」)

(4)同様 :類似の業務の実績等があれば、記入してください。

●指定管理施設管理実績 (平成 30年 10月 1日 現在)

O東部福祉ステーション          ィ

・高齢者福社センタ‐事業

・通所介護事業

・老人介護支援センター事業

O北都福祉ステーション

,高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業



・地域包括支援センター事業

○浅井福祉ステーション

。通所介護事業

Oびわ福祉ステ‐ション

。通所介護事業

O湖北福祉ステ‐ション

。通所介護事業

・居宅介護支援事業

O高月福祉スティション

。高齢者福祉センタ▼事業

。′通所介護事業

: :訪問介護事業

。地域包括支援ヤンター事業

O木之本福祉ステーション

・高齢者福祉ィンタエ事業

,通所介護事業

○西浅井福祉ステーション

・通所介護事業

・認知症対応型通所介護事業

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

●施設管理業務実績 (平成 30年 10月 1日 現在)

上記、指定管理施設e殖設のほか
。浅井福祉センター[所有施設]

・びわ高齢者福祉センター[賃貸借施設]

。ひなたばっこ (小規模多機能型居宅介護事業)(禾之本)l戸
~)〒

若施設]

・虎姫生きがいセンター「使用許可」

。余呉高齢者福祉センター「管理委託」

・伊香の里[所有施設]



●指定管理施設以外での介護事業実績 (平成 30年 10月 1日 現在)

・通所介護事業        2か 所             し

虎姫生きがいセンタ‐[使用許可]

伊香の里[所有施設]

`訪間介護事業        :2カ 所

浅井福祉センタ‐断 有施設]

!伊香の里[所有施設]

・小規模多機能型居宅介護事業 とか所

ひなたばつこ (本之本)所有施設]

・特別養護養護老人ホエム事業 1か所

伊香の里「所有施設」

・老人短期入所事業      1か 所         ア

伊香の里「所有施設」 イ
~iイ

。軽費老人ホーム事業     1か 所

伊香の里 「所有施設」    :
。特定旅客自動車運送事業   1か 所   I

伊香の里「所有施設」

,地域包括支援センター事業  1か所

虎姫生きがいセンター[使用許可]

0地域福祉推進業務実績 (平成 30年 10月 1日 現在)        ・

:地域福祉課 (南部担当)   長浜市社会福祉センター[賃貸借施設]

。地域福祉課 (北部担当)   木之本福祉ステ▼ション略 定管理施設]

・地域窓日      7か 所

※おもな業務は、「様式 5号」に記載

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してくださいざ



7 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピールしたいことがあれば、記入してください。(例 :女性 ,若者の参画、資材等の地元調達など)

本会は、介護保険制度などの制度上のサ下ビスのみならず、士也域に根ざしたボランテ

イアをはじめとする独自の多種多様なサービスを有していることから、それぞれのサー

ビスが連携することで住み慣れた地域で安心・ ~女
全に暮らしたいという思いを実現させ

ることができる唯二の民間団体であります。              !
今後さらに高齢化が進み、高齢者世帯等の福祉二■パが高まる中、当該施設を重要な

事業拠点として、地域福祉と一体となって支援できる体制を構築していきます。そして、

地域に必要不可欠な存在となるように創意工夫と努力を惜しまず重ねていきます。

また、地域内にある介護事業所の中心的役割を果たすべく、職員研修や交流、情報交

換を積極的に進め、地域全体の介護サービスの質の向上を図り市民に利益を還元できる

ように努めますも

最後に、本会におきま してはこれまで培つてきた、地域住民・各種団体との連携によ

る地域福祉活動や、市内広範囲で介護保険制度発足より展開してきた介護サービスの実

績を活かしうつ、地域包括ケアシステムの一翼を担 うべく、東部福社ステーションを積

極的に活用しその運営業務を果たすことができます。        !

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。


